
仕 様 書 

 

１ 貸付場所及び面積等 

物件 

番号 
貸付場所 貸付面積 種  類 

３－１ 
岩出市役所 

 本庁舎２階 通路 

2.0㎡以内 

（奥行）1.0ｍ程度 

お茶、コーヒー、炭酸飲料、 

スポーツ飲料、牛乳、水等 

３－２ 
岩出市役所 

 南庁舎２階 休憩室 

2.0㎡以内 

（奥行）1.0ｍ程度 

お茶、コーヒー、炭酸飲料、 

スポーツ飲料、牛乳、水等 

３－３ 交通公園 
2.0㎡以内 

（奥行）1.0ｍ程度 

お茶、コーヒー、炭酸飲料、 

スポーツ飲料、牛乳、水等、 

※貸付面積には、放熱余地部分、転倒防止板及び回収ボックス等の設置部分を含む。 

※（奥行）（幅）については、機器本体のサイズとする。 

 

２ 設置する自動販売機の機種及び内容 

（１）基本事項 

  温かい商品と冷たい商品が同時に販売できるホットアンドコールド機とする。 

（２） 災害救助ベンダー 

  設置する自動販売機は全て災害対応型としてください。災害発生時（岩出市において災害対策基

本法に基づく災害対策本部を設置したとき）に自動販売機の飲料を無償で岩出市に提供することを

前提とした機器とし、災害発生時において本市が飲料の提供を必要とした場合は、自動販売機内の

すべての飲料を無料で岩出市に提供可能な機能を有するものとします。 

  なお、上記提供の際、電力が供給されない状況であっても提供可能な自動販売機とする。 

 ※設置事業者と岩出市は、後日、協議のうえ、災害時における無料提供に関する協定を締結させて

いただきます。 

  ただし、【物件番号３－３】については、屋外施設であり、常時、管理者等が常駐していないこ

と。また、停電時においては自家発電設備により電力が供給されることから、専用カギ方式により

無償提供が可能な自動販売機とすることを条件とする。 

 

（３）設置機種等 

ア 周辺環境に配慮し、著しく華美なものでないこと。 

イ ユニバーサルデザインの自動販売機の設置に努めること。 

ウ 消費電力の低減等の技術を導入した省エネ機や、二酸化炭素等を冷媒としたノンフロン対応機

をはじめ、センサーやタイマーの設置による自動点滅・消灯などの環境対策機能を備えた自動販

売機の設置に努めること。 

エ 自動販売機の設置に当たっては、グリーン購入の調達者の手引き（平成２４年２月環境省作成）

における飲料自動販売機設置に適合する自動販売機の機種を設置してください。 



（４）自動販売機の設置、撤去及び耐震対策 

自動販売機を設置するに当たっては、「自動販売機の据付基準」（ＪＩＳ規格）及び「自動販売機据

付基準マニュアル」（日本自動販売機工業会作成）を遵守し、できる限り施設等の躯体に負担が掛か

らない方法で耐震対策（転倒防止策）を施すなど、安全に設置すること。設置については、貸付期間

の初日（初日が閉庁日の場合は翌開庁日）以降となります。賃貸借期間の最終日は、開庁時間中に自

動販売機を撤去してください。ただし、最終日が閉庁日の場合、その前の開庁日の開庁時間中に撤

去してください。 

（５）防犯対策 

 硬貨選別装置・紙幣識別装置のプログラム改変により偽造硬貨や偽造紙幣の使用による犯罪の防

止に万全を尽くすこと。また、「自動販売機堅牢化基準」（日本自動販売機工業会作成）を遵守し、

防犯対策を講じた機種とすること。 

（６）衛生管理等 

  衛生管理、感染症対策等については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図ること。自動販売

機を利用した者が、購入した商品により健康上の障害が生じた場合、一切の責任を負うこと。ま

た、空き容器については回収箱を併設し回収するとともに、関係法令等に基づき適切に処理するこ

と。 

 

３ 維持管理責任 

（１）フルオペレーション 

  設置事業者は、自動販売機の設置から商品の補充、メニューチェンジ、金銭管理、故障時の対

応、定期点検、自動販売機内、外観及びその周辺の清掃、美化までの自動販売機の設置管理運営に

必要な一切の維持管理を行うこと。なお、商品の補充については、２週間に１回を目処とし在庫状

態を調査確認し、売り切れ状態がないように努めること。 

（２）事故・故障時の対応 

  設置事業者は、設置する自動販売機に事故、故障発生時の緊急連絡先を明示するとともに、問合

せ及び苦情については全て設置事業者の責任において、迅速に対応すること。また、自動販売機の

設置管理運営上の事故については、原因及び内容について速やかに担当課に報告すること。 

（４）売上状況の報告 

  設置事業者は、販売する商品について、毎月の売上状況を翌月の１０日までに担当課へ報告する

こと。報告書の様式は設置事業者の任意とするが、あらかじめ様式について担当課の承諾を得るこ

と。 

（５）注意事項 

ア 販売価格は、標準販売価格（定価）以下とすること。 

イ 販売品目は、清涼飲料等の飲料とし、酒類及びたばこの販売を行わないこと。なお、販売品の具

体的な構成については、落札決定後、事前に本市担当者と協議すること。 

ウ 販売品の賞味期限に注意するとともに、在庫及び補充管理を適切に行うこと。 

エ 自動販売機への販売品の補充及び使用済み容器の回収の時間及び経路については、本市担当者

の指示に従うこと。 

オ 設置した自動販売機の機種及び販売商品を変更する場合は、事前に担当課と協議の上、承諾を



得ること。 

 

４ 設置条件等 

（１）設置の方法 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第２項第４号の規定に基づき、岩出市

が設置事業者に対し、行政財産の一部を貸し付ける方法により行います。 

（２）契約の締結 

設置に当たり、本市と設置事業者との間で、「行政財産の貸付けに関する契約書」を締結します。

また、本市又は国若しくは他の地方公共団体が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、

設置事業者が貸付条件に違反する行為を行ったとき、その他本市が必要と認めるときは、貸付契

約を解除することがあります。 

（３）光熱水費及びその他必要経費 

電気料等の光熱水費、電気子メーターの設置及び撤去に要する工事費、維持管理にかかる費用、

移転費その他一切の費用は、設置事業者の負担とします。 

なお、電気料金については、「岩出市役所庁舎等における自動販売機の設置に係る電気料金に関

する要綱」に基づき納付するものとします。 

（４）原状回復 

    設置事業者は、貸付期間が満了し、又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してくださ

い。ただし、本市の承諾があったときは、変更された現状のままで返還することができます。 

なお、原状回復に要する費用、自動販売機の設置に伴い支出した費用、有益費その他一切の費用

は、設置事業者の負担とします。 

（５）自己都合による自動販売機の撤去 

   設置事業者は、貸付期間が終了する前に自己の都合により自動販売機を撤去しようとする場合

は、撤去しようとする日の３ヶ月前までに本市に書面により通知してください。この場合、本件募

集に係る貸付期間中に実施する全ての自動販売機設置事業者の公募に参加できなくなり、「行政財

産の貸付けに関する契約書」に記載する違約金が発生します。 

 

５ その他 

（１）貸付料の返還 

   本市が、本市又は国若しくは他の地方公共団体が公用又は公共用に供するため契約を解除する

場合、既納の貸付料のうち、未経過期間分を日割り計算により返還します。 

   なお、設置事業者が貸付条件に違反するなど設置事業者の責に帰すべき理由による契約解除や

設置事業者の自己都合による契約解除の場合、返還しません。 

（２）禁止事項 

   自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。 

（３）その他 

   販売品目その他自動販売機の運用上の事項について、必要に応じて本市と協議し、その指示に

従ってください。また、本市が必要書類の提出を求めた場合、速やかに対応してください。 

  



設置位置図 

 

 

 

【その他事項】 

（１） 販売実績 

 令和２年度    ４，８５６本  ６２２，９７０円 

 

（２）職員数等（職員数は庁舎のみ） 

職員数  約 200 人（うち南庁舎 約 40人） 

  

物件番号 ３－１ 岩出市役所 ２階通路 岩出市西野２０９番地 

施設管理担当課 財務課 
（連絡先）岩出市西野２０９番地 

TEL ０７３６－６７－６３２３ 



設置位置図 

 

 

 

【その他事項】 

（１）販売実績 

  令和 2年度   １，４５５本   １５５，６４０円（２月末時点） 

 

（２）職員数等（職員数は庁舎のみ） 

職員数  約 200 人（うち南庁舎 約 40人） 

  

物件番号 ３－２ 
岩出市役所 

南庁舎２階休憩室 
岩出市西野２０９番地 

施設管理担当課 財務課 
（連絡先）岩出市西野２０９番地 

TEL 0736-67-6323 



設置位置図 

 

 

 

 

 

【その他事項】 

（１）販売実績 

  令和２年度は、工事中であったため、一時休止もあり集計無し 

 

（２）その他 

   災害ベンダーについて特記事項あり。 

   令和３年夏ごろまでに遊具設置工事のため、工事期間中一時閉鎖予定 

   ９時～１７時以外は、閉門しているため敷地には入れない。 

   補充やごみの回収等の作業も開園中に行うこと。 

物件番号 ３－３ 交通公園 岩出市堀口４１番地 

施設管理担当課 
総務課 

危機管理室 

（連絡先）岩出市西野２０９番地 

TEL 0736-６１-6922 


